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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所秘書広報課へお申し込みください。

国
保

KO
KU
H
O
N
EN
KIN
D
A
YO
RI

だ
よ
り

年
金

就
職
・
退
職
等
の
際
は
国
民
健
康
保
険
と

国
民
年
金
の
お
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

届出に
必要なもの

●資格喪失証明書※社会保険等を離脱したという証明
　（扶養者がいる場合は氏名が記載されているもの）
●認め印（人により必要な場合があるため）

手続き
できる方

●社会保険等を脱退した本人または同じ世帯の家族
　（別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です）

　

届出に
必要なもの

●会社の健康保険の保険証
　（扶養者がいる場合は全員分の保険証）※コピー可
●国民健康保険の保険証（全員分）

手続き
できる方

●社会保険等に加入した本人または同じ世帯の家族
　（別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です）

■退職などにより職場の健康保険を脱退した場合
　他の健康保険等に加入しない場合は、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。

■会社の健康保険に加入した場合
　現在、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険を
脱退する手続きが必要です。

ご注意ください！
※ 会社で社会保険加入の手続きをしている方は、いつから社
会保険に加入するか確認し、まだ保険証が届いていない場
合でも社会保険加入日以降は国保の保険証は使用しないで
ください。
※ 国保資格がないのに国保の保険証を使用した場合、本宮市
で負担した医療費を後で返していただくことがあります。

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

国
民
年
金
の
手
続
き

国
民
年
金
の
手
続
き

問 　

国
民
健
康
保
険
と
同
様
、
就
職
や
退

職
・
転
職
さ
れ
た
方
は
市
役
所
で
手
続

き
が
必
要
で
す
。
国
民
健
康
保
険
と
年

金
を
あ
わ
せ
て
手
続
き
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
４
月
か
ら
平
成
28

年
３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

毎
月
１
５
，
５
９
０
円
と
な
り
ま
す
。

20
歳
以
上
の
学
生
の
方
へ

　

20
歳
以
上
の
学
生
の
方
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
支
払
が
猶
予
さ
れ
る｢

学

生
納
付
特
例
制
度｣

を
申
請
で
き
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定

以
下
の
学
生
が
対
象
と
な
り
、
家
族
の

方
の
所
得
は
問
い
ま
せ
ん
。
申
請
さ
れ

る
方
は
、
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
か
在

学
証
明
書
（
平
成
27
年
４
月
以
降
に
発

行
さ
れ
た
も
の
）
と
印
鑑
を
市
役
所
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。
猶
予
期
間
は
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
と
な
り
、
一
年
毎

に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

市
民
課　

国
保
年
金
係

☎
24-

５
３
４
２

白
沢
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

☎
44-
２
１
１
４

　

３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
は
就
職
や
退
職
・
転
職
な
ど
が
多
い
時
期
で

す
。
こ
れ
ら
の
異
動
に
伴
い
保
険
証
・
年
金
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、

市
役
所
市
民
課
ま
た
は
白
沢
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
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４
月
か
ら
、
平
成
27
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
徴
収
が

始
ま
り
ま
す
。
年
６
回
の
徴
収
期

間
の
う
ち
、
４
月
、
６
月
、
８

月
の
３
回
分
の
徴
収
額
に
つ
い

て
は
、 

仮
徴
収
の
金
額
と
な
り
ま

す
。
仮
徴
収
と
は
、
年
間
保
険
料

の
計
算
前
に
、
保
険
料
の
年
金
天

引
き
を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
で
す
。

　

通
常
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
、
毎
年
８
月
に
前
年
度
の
所

得
に
基
づ
い
て
計
算
し
ま
す
。
年

間
の
保
険
料
額
は
、
そ
の
年
度
の

所
得
額
な
ど
が
確
定
す
る
ま
で
決

ま
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
８
月
の

計
算
を
待
っ
て
年
金
天
引
き
の
開

始
と
な
り
ま
す
と
、
10
月
、
12
月
、

２
月
の
３
回
で
年
間
保
険
料
の
お

支
払
い
と
な
り
、
１
回
分
の
お
支

払
金
額
が
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
４
月
、
６
月
、
８
月

に
暫
定
金
額
と
し
て
、
２
月
に
徴

収
し
た
金
額
と
同
額
を
徴
収
す
る

こ
と
で
、
１
回
当
た
り
の
徴
収
額

の
軽
減
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

前
年
度
の
所
得
が
確
定
し
て
保

険
料
が
決
定
し
た
後
に
、
決
定
し

た
保
険
料
額
と
４
月
、
６
月
、
８

月
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
仮
徴
収

額
と
の
差
額
を
、
10
月
、
12
月
、

２
月
の
年
金
か
ら
３
回
に
分
け
て

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
仮
徴
収
金
額
と
年
間
保

険
料
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
８
月

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

※ 

確
定
徴
収
額
は
、
平
成
26
年
中

の
収
入
を
元
に
８
月
に
再
算
定

し
、「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」、

「
保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特
別

徴
収
開
始
通
知
書
」
で
ご
案
内

し
ま
す
。

※ 

平
成
27
年
２
月
に
特
別
徴
収
さ

れ
た
保
険
料
が
０
円
の
場
合
、

「
仮
徴
収
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
は
、
10
月
以
降
か
ら

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

市
民
課　

国
保
年
金
係

☎
24-

５
３
４
２

 

■次の①、②のいずれかに該当する方は、４月からの特別徴収（年金天引き） となります。

● 平成 27年２月までに特別徴収から口座振替へ納
付方法の変更手続きをされた方

● 介護保険料が差し引かれている年金の年間受給
額が１８万円未満の方

※ 次の条件に該当する方は、特別徴収にはなりません。８月に「保険料決定通知書」および「納入通知書」
を送付いたしますので、納付書や口座振替（普通徴収）で納付してください。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　
　
　
　
　
　

 

仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

仮徴収

本徴収

　4月　　　　　    6 月　　　　　  8 月

　10月　　　 　   12 月　　　　     ２月

■ 4月、6月、8月は仮の保険料で徴収します。
■ 通常は前年度の2月の天引き額と同額を仮徴収
します。

■  10月、12月、２月は 8月に確定した年間保険
料額から、仮徴収分を差し引いた額を、特別徴
収の３回に分けて徴収します。

対象となる方 １期あたりの仮徴収の金額 通知書の送付

① すでに後期高齢者医療保険料
を年金からの特別徴収（天引
き）でお支払いの方

平成 27年２月の徴収金額
と同額

平成26年８月に送付済の平成26年度保
険料納入通知書兼特別徴収開始通知書中の
「保険料の仮徴収」にて通知に代えさせて
いただきます

② 平成 26年度中に本宮市で後
期高齢者医療制度に加入した
方のうち、新たに特別徴収に
切り替えが可能となった方の
み（75歳到達、転入、障害
認定等による資格取得）

平成 26年度保険料額 （平
成 26 年度に 12 カ月加入
した場合の保険料額）の６
分の１の金額

対象者にのみ４月10日頃に送付予定

● 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、
介護保険料が差し引かれている年金の２分の１
を超える方
● 介護保険料が年金から天引きされなくなった方
　

問


